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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のセンサを制御するセンサ制御システムであって、
　外部指示機構からの観測対象の情報と、前記センサ制御システムの外部にあるＤＢＦ機
能付レーダからの観測結果であるセンサ指向対象の目標に関する情報とに基づいて、前記
ＤＢＦ機能付レーダを制御するＤＢＦレーダ制御部と、
　前記ＤＢＦ機能付レーダの観測結果をモニタし、前記ＤＢＦレーダ制御部と連携して動
作する第２のＤＢＦレーダ制御部と、
　搭載センサおよびデータ通信部から入力される観測対象の目標に係る観測情報を相関統
合して目標情報を生成し一元管理するデータ融合部と、を備え、
　前記第２のＤＢＦレーダ制御部には、早いレスポンスが必要な制御に関するルールであ
るレーダ制御ルールが格納され、
　早いレスポンスが必要か否かの判断および当該判断に基づく制御は前記第２のＤＢＦレ
ーダ制御部で実施し、システム全体を俯瞰した判断および当該判断に基づく制御は前記Ｄ
ＢＦレーダ制御部で実施する
　ことを特徴とするセンサ制御システム。
【請求項２】
　前記センサ制御システムには、レーダの観測結果から、位置、速度およびＲＣＳの変化
を観測して目標の運動開始を判定する機能と、ＲＣＳ変動に応じた目標の運動開始判定情
報に応じて、前記ＤＢＦ機能付レーダの制御方法を変更する機能と、が付加されているこ
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とを特徴とする請求項１に記載のセンサ制御システム。
【請求項３】
　前記ＤＢＦレーダ制御部は、センサ制御ルールを基準に搭載センサの制御方法を決定し
、制御対象のセンサの観測制御を行うことを特徴とする請求項１に記載のセンサ制御シス
テム。
【請求項４】
　前記ＤＢＦレーダ制御部には、前記観測対象の情報と、前記ＤＢＦ機能付レーダの諸元
情報とに基づいて、前記観測対象に対するビーム指向パターンおよび瞬時覆域を含む観測
方法を決定し、前記ＤＢＦ機能付レーダにセンサ制御コマンドを送信することで、前記Ｄ
ＢＦ機能付レーダを制御する機能が付加され、
　前記ＤＢＦレーダ制御部は、前記データ融合部が出力する目標情報から、判断基準とし
て事前に設定したマルチセンサ制御ルールを参照してセンサの制御方法を決定すると共に
、決定したセンサ制御方法に応じて、搭載された各センサの中から対象のセンサに対して
センサ制御コマンドを出力する
　ことを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載のセンサ制御システム。
【請求項５】
　前記ＤＢＦレーダ制御部には、累積探知確率および探知確率条件を設定した捜索範囲を
基準に、必要な回数分のレーダ波を指向する時系列の制御機能が付加されていることを特
徴とする請求項１から４の何れか１項に記載のセンサ制御システム。
【請求項６】
　前記ＤＢＦレーダ制御部には、追尾の維持に必要な頻度で、目標の探知回数が期待でき
るように指向制御する機能が付加されていることを特徴とする請求項１から５の何れか１
項に記載のセンサ制御システム。
【請求項７】
　前記ＤＢＦレーダ制御部には、自己の運動を判断する運動判断機能と、運動判断に応じ
てセンサ制御方法を決定する運動対応センサ制御機能とが付加されていることを特徴とす
る請求項１から６の何れか１項に記載のセンサ制御システム。
【請求項８】
　前記ＤＢＦレーダ制御部には、周囲条件の判断機能と、周囲条件判断に応じてセンサ制
御方法を決定する周囲条件対応センサ制御機能とが付加されていることを特徴とする請求
項１から７の何れか１項に記載のセンサ制御システム。
【請求項９】
　前記データ融合部には、誤警報の排除およびメモリトラックの中止判断を含む目標の存
在有無の判断に必要な回数の指向制御による観測を前記ＤＢＦ機能付レーダに行わせる機
能が付加されている
　ことを特徴とする請求項１から８の何れか１項に記載のセンサ制御システム。
【請求項１０】
　シーカ捕捉方位を誤警報の判定が必要な情報に追加し、
　前記データ融合部には、誤警報確認のために実施したレーダの観測情報を使用して誤警
報か否かを判定し、誤警報と判断した場合にミサイルシーカの追尾をキャンセルする機能
が付加されていることを特徴とする請求項９に記載のセンサ制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、種類の異なる複数のセンサを制御するセンサ制御システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　センサの観測能力向上方法には、大きく分けて、探知能力の向上と追尾能力の向上とが
ある。探知処理結果である探知データは追尾処理の入力データとなり、追尾処理の結果が
航跡となる。航跡の生成維持能力がシステム全体の能力向上で重要なため、センサの観測
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能力向上では、探知と追尾とを連携させてセンサの観測能力を向上させる必要がある。な
お、本明細書では、センサの観測において各時刻でセンサが観測した結果を探知データ、
同一目標と判定した探知データを時系列で統合した観測結果を航跡とする。
【０００３】
　レーダで目標を探知する場合、電波を送信し、反射を受信するため、目標にビームを指
向する必要がある。レーダは、電波の反射を観測するため、目標に多くの電力を放射でき
ると有利である。一方で、レーダでは、距離の４乗に比例して観測可能な距離が向上する
性質があり、目標の相対距離が近づけば、少ない放射電力でも観測が可能となる。また、
目標のレーダ断面積（Ｒａｄａｒ　Ｃｒｏｓｓ　Ｓｅｃｔｉｏｎ：以下「ＲＣＳ」という
）の大きさについても、ＲＣＳの大きさの４乗に比例して探知距離が向上する性質がある
。なお、本明細書では、レーダが一定の確率で探知する距離を「探知距離」とする。
【０００４】
　レーダで目標からの反射波を観測できれば、目標との相対距離と目標のＲＣＳの大きさ
を推定できる。このため、目標を継続して観測する追尾処理において、レーダが観測した
目標の情報を使用して探知距離を判断基準に送信電力を最適化することが行われる（例え
ば、下記特許文献１）。
【０００５】
　一方、追尾能力の向上手法としては、複数の搭載センサの探知データおよび航跡を相関
統合してシステムの能力を向上させるデータフュージョン技術がある（例えば、下記特許
文献２）。この特許文献２では、複数の搭載センサの探知データおよび航跡を組合せて観
測能力を向上する手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１３９５６０号公報
【特許文献２】特開２００８－１８５４４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　航空機のような移動体では、機材搭載の制約のため、レーダが使用できる電力容量が制
約を受ける。レーダには目標を遠方で観測する能力が求められるため、使用可能な電力を
有効に利用した観測方法が求められる。また、レーダを使って飛翔体を制御する場合等に
は、目標の３次元の位置速度を正確に知る必要があり、観測精度も求められる。
【０００８】
　このため、レーダでは、指向方向を絞った細い形状のビームを形成して、レーダの観測
を実施する。以下、細い形状のビームを「ペンシルビーム」と称する。ペンシルビームで
送信する範囲を絞れば、使用可能な電力を集約して送信することができ、また、ビーム内
の送信電力を大きくすることができる。レーダの探知距離は、目標に照射した電力の４乗
に比例するため、ビーム内の送信電力を増やすことでレーダの探知距離を延伸できる。ま
た、レーダではビームの照射範囲を絞ることで、角度方向の観測精度を向上できる効果も
ある。
【０００９】
　その一方で、レーダは遠距離だけでなく、目標を近距離でも観測することが求められる
。航空機等の高機動目標の観測では、相対距離が遠い場合は角速度の変化は小さいが、近
い場合は角速度の変化が大きくなる。
【００１０】
　ビームの照射範囲を絞ると、１回の観測で観測可能な範囲である「瞬時覆域」は狭くな
る。目標を観測するには、目標にビームを指向することが前提条件になるが、航空機を近
距離で観測する場合には、目標の角度変化が大きくなるため、ペンシルビームでは、目標
が瞬時覆域内となるようにビームを指向することが難しくなる。
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【００１１】
　特に航空機搭載のレーダにおいて、航空機の目標を観測する場合には、レーダを搭載し
た航空機自身の旋回等の運動による観測方位の変化にも対応する必要があり、狭い瞬時覆
域では目標の観測が困難になる。
【００１２】
　瞬時覆域を広げる方法の一つに、太い形状のビームを送信する方法がある。ところが、
太い形状のビームでは、使用可能な電力を拡散して送信するため、ビーム内の送信電力が
低下して、探知距離が低下する。また、太い形状のビームで観測すると観測精度が低下し
、飛翔体の制御等、運用で支障を来すことがある。このため、遠距離と近距離の両方の観
測に対処するのが困難であった。
【００１３】
　航空機等の移動体に搭載したＤＢＦ（Digital　Beam　Forming）機能付レーダは、ビー
ムの照射範囲を絞った細いビームを瞬時に複数生成することができる。ペンシルビームを
同時に複数生成するイメージとなるため、以下、ＤＢＦ機能で生成するビームを「マルチ
ビーム」と称する。
【００１４】
　マルチビームを使用すれば、観測精度をペンシルビームと同程度にすることができる。
このため、瞬時覆域拡大と観測精度の両方を同時に達成できる。ただし、使用可能な電力
を分散させるため、観測可能な相対距離は、ペンシルビームよりも低下する。
【００１５】
　上記のような技術的背景から、レーダにＤＢＦ機能を付加することで、瞬時覆域は狭い
が観測可能な相対距離が長いという特徴を活かしたペンシルビームでの観測方法と、瞬時
覆域は広いが観測可能な相対距離が短いという特徴を活かしたマルチビームでの観測方法
とを切り替えて使用することが考えられるようになった。
【００１６】
　その一方で、上記特許文献１の手法は、探知距離を基準としたレーダ制御方法のため、
瞬時覆域、すなわち目標方向にビームを指向できる可能性までを考慮したレーダ制御まで
は対応困難である。目標を観測するには、目標へのビームも指向性を担保した制御方法に
拡張することが必要になるため、探知距離だけでなく、探知距離と瞬時覆域の両方を基準
として、レーダのＤＢＦ機能を制御する機能が要請されるという課題がある。
【００１７】
　また、レーダのＤＢＦ機能は、アンテナ等、レーダ装置の構造に依存し、使用可能なマ
ルチビームのビームの本数等が決まる。このため、レーダ諸元に応じてレーダのＤＢＦ機
能を制御する機能が要請されるという課題がある。
【００１８】
　移動体において、レーダ、他の搭載異種センサおよび、ネットワーク経由の観測情報を
組み合わせて使用することで観測能力が向上できることが知られている。また、自動車等
、様々な機材にレーダを搭載したシステムが実現されてきており、レーダ制御に使用する
観測情報をレーダ自身の観測結果に限定すると、十分に能力を発揮できない。
【００１９】
　上記特許文献２では、レーダ、他の搭載異種センサおよび、ネットワーク経由の観測情
報と組み合わせて制御するマルチセンサ制御が開示されている。ただし、ＤＢＦ機能の特
徴を活かした制御方法までは実現してない。このため、マルチセンサ制御の一部として、
レーダのＤＢＦ機能を制御する機能の実現が望まれている。
【００２０】
　レーダ自身の観測結果に限定して制御を実施する場合には、観測誤差はレーダ性能のみ
で規定されるため、適切なビームの照射範囲を推定することが容易である。一方で、レー
ダと他の搭載異種センサやネットワーク経由の観測情報と組み合わせた場合、観測情報の
観測精度を推定する特別な機能が必要になる。上記特許文献２により、レーダ、他の搭載
異種センサおよび、ネットワーク経由の観測情報の組み合わせにより観測精度の情報を得
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ることができる。このため、特許文献２のようなシステムで得た観測情報に応じて、適切
なビームの照射範囲を推定した上で、レーダの制御方法を決定する機能の実現が望まれて
いる。
【００２１】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、マルチセンサ制御の一部として、レー
ダのＤＢＦ機能を制御する機能を具現したセンサ制御システムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、複数のセンサを制御するセ
ンサ制御システムであって、前記センサ制御システムには、ＤＢＦ機能付レーダを制御す
るＤＢＦレーダ制御部が構成され、前記ＤＢＦレーダ制御部は、外部指示機構からの観測
対象の情報と、前記ＤＢＦ機能付レーダからの観測結果であるセンサ指向対象の目標に関
する情報とに基づいて、前記ＤＢＦ機能付レーダの制御方法を決定することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、マルチセンサ制御の一部として、レーダのＤＢＦ機能を制御する機能
を具現したセンサ制御システムを提供できる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施の形態１によるセンサ制御システムの構成を示す図
【図２】実施の形態１の構成での基本的な処理の流れの一例を示すフローチャート
【図３】実施の形態１のセンサ制御ルールに格納される情報の一例を示す図
【図４】図３に格納した情報のうち、探知距離を決める探知確率グラフを示した図
【図５】実施の形態１における外部指示機構から入力した情報を表形式で示した図
【図６】ＤＢＦ機能付レーダでのマルチビームでの観測方法の一例を示す概念図
【図７】実施の形態２によるセンサ制御システムの構成を示す図
【図８】実施の形態３によるセンサ制御システムの構成を示す図
【図９】実施の形態４によるセンサ制御システムの構成を示す図
【図１０】実施の形態５によるセンサ制御システムの構成を示す図
【図１１】実施の形態６によるセンサ制御システムの構成を示す図
【図１２】実施の形態７によるセンサ制御システムの構成を示す図
【図１３】実施の形態８によるセンサ制御システムの構成を示す図
【図１４】実施の形態９によるセンサ制御システムの構成を示す図
【図１５】実施の形態９による基本的な処理の流れの一例を示すフローチャート
【図１６】実施の形態１０によるセンサ制御システムの構成を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に添付図面を参照し、本発明の実施の形態に係るセンサ制御システムについて、詳
細に説明する。なお、以下の各実施の形態において、同一もしくは相当部分には同一符号
で示し、重複する説明は省略する。また、以下の説明では、移動体が航空機である場合に
ついて説明するが、航空機以外の移動体に適用可能であることは言うまでもない。
【００２６】
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１によるセンサ制御システムの構成を示す図である。図１において
、センサ制御システム１００は、センサ制御決定部２０１、センサ制御ルール２０２およ
び制御コマンド発行部２０３を有するＤＢＦレーダ制御部２００を含んで構成される。Ｄ
ＢＦレーダ制御部２００は、ＤＢＦ機能付レーダ６００と外部指示機構９００とを接続し
て構成される。
【００２７】
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　ＤＢＦレーダ制御部２００において、センサ制御決定部２０１は、外部指示機構９００
からの観測対象の情報と、ＤＢＦ機能付レーダ６００からの観測結果であるセンサ指向対
象の目標に関する情報とを得て、また、センサ制御ルール２０２に記録するセンサ制御ル
ールを参照して、ＤＢＦレーダの制御方法を決定する構成部である。なお、観測対象の情
報には、時刻、目標の推定位置および推定速度、推定ＲＣＳならびに推定観測誤差が含ま
れる。また、センサ制御決定部２０１が決定した制御方法は、制御コマンド発行部２０３
に出力される。
【００２８】
　センサ制御ルール２０２は、観測リソースとして使用するＤＢＦ機能付レーダ制御情報
と、観測状況に応じたセンサ制御を決定するための判断条件とを格納している。
【００２９】
　ここで、ＤＢＦ機能付レーダ制御情報は、センサ制御方法決定に必要なＤＢＦ機能付レ
ーダの性能諸元、制御方式などの諸元情報である。なお、本実施の形態では、レーダとし
て制御可能なビーム形状に応じたモードとして、電波送受信の瞬時覆域、探知距離、観測
精度および送信電力が格納されているものとする。また、判断条件は、レーダの観測実施
時に確保すべき探知確率および瞬時覆域としたときの網羅すべき範囲、各条件間での優先
度を含む、制御方法を決定するための判断基準の情報である。なお、本実施の形態では、
確保すべき探知確率および、確保すべき瞬時覆域を設定する。
【００３０】
　制御コマンド発行部２０３は、ＤＢＦ機能付レーダ６００に対してセンサ制御決定部２
０１の出力に応じたセンサ制御コマンドを出力する構成部である。
【００３１】
　ＤＢＦ機能付レーダ６００は、レーダ観測部６１０およびレーダ制御部６２０を含んで
構成される。ＤＢＦ機能付レーダ６００は、ＤＢＦ機能を利用して、複数のビームを形成
して、瞬時に広覆域を高い精度で観測する。また、ＤＢＦ機能付レーダ６００は、ビーム
指向パターンおよびＤＢＦを含めた電波送受信の瞬時覆域、送信電力等の制御方法をレー
ダ制御モードとして管理し、外部からレーダ制御部６２０に対し、レーダ制御モードを指
定してセンサ制御コマンドを入力することで、所期の観測を実施する。なお、図１の構成
では、レーダ制御モードを指定したセンサ制御コマンドは、ＤＢＦレーダ制御部２００の
制御コマンド発行部２０３から入力される。
【００３２】
　外部指示機構９００は、センサ制御システム１００に対して、上述した「観測対象の情
報」を指定して、観測実施の指示を与える構成部である。外部指示機構９００は、同じ移
動体に搭載した他のセンサの観測結果、他の場所に設置したセンサの観測結果を無線通信
で受信することで、センサ制御システム１００に対して、指向制御の基準となる「観測対
象の情報」を入力する。
【００３３】
　つぎに、実施の形態１におけるセンサ制御システム１００の動作について、図１から図
６の図面を適宜に参照して説明する。図２は、実施の形態１の構成での基本的な処理の流
れの一例を示すフローチャートである。図３は、実施の形態１のセンサ制御ルール２０２
に格納される情報の一例を示す図である。図４は、図３に格納した情報のうち、探知距離
を決める探知確率グラフを示した図である。図５は、実施の形態１における外部指示機構
９００から入力した情報を表形式で示した図である。図６は、ＤＢＦ機能付レーダ６００
でのマルチビームでの観測方法の一例を示す概念図である。
【００３４】
（Ｓｔｅｐ１：初期観測情報の入力）
　Ｓｔｅｐ１における「初期観測情報の入力」は、観測対象を指定した観測開始の指示を
意味する。図１の構成において、外部指示機構９００から、「観測対象の情報」が入力さ
れる動作が、このＳｔｅｐ１に対応する。動作の具体的な例は図５に示す通りである。図
５では、２回の入力があり、１回目では、時刻Ｔ０、目標の推定位置として相対距離が６
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５ｋｍ、推定速度３００ｍ／ｓｅｃ、推定レーダ断面積（Radar　Cross　Section：以下
「ＲＣＳ」と表記）１．０ｍ2、推定観測誤差１ｋｍが入力され、２回目では、時刻Ｔ１
、目標の推定位置として相対距離３０ｋｍ、速度は３００ｍ／ｓｅｃ、推定ＲＣＳ１．０
ｍ2、推定観測誤差１ｋｍが入力される。
【００３５】
（Ｓｔｅｐ２：初期観測方法の決定）
　Ｓｔｅｐ２では、センサ制御決定部２０１が、外部指示機構９００から入力された「観
測対象の情報」（図５の例では、目標の推定相対距離、推定速度、推定ＲＣＳ、推定観測
誤差）と、センサ制御ルール２０２に格納されている情報とを用いて、ＤＢＦ機能付レー
ダ６００の制御方法を決定する。
【００３６】
　なお、実施の形態１では、説明を容易にするため、外部指示機構９００から情報が入力
された時刻で、Ｓｔｅｐ２からＳｔｅｐ４までの処理を実施できる例で説明する。すなわ
ち、時刻Ｔ０または時刻Ｔ１で各々の処理が完了することを前提とする。なお、実システ
ムで処理遅延が発生する場合には、時刻の情報を利用して、目標の速度から指向する方向
を算出し、推定誤差の補正を行うが、これらの算出処理および補正処理は、本技術分野に
おけるセンサ処理としては、一般的な処理内容であり、ここでの説明は割愛する。
【００３７】
　実施の形態１のセンサ制御ルール２０２には、ＤＢＦ機能付レーダ６００で実施可能な
制御方法が制御モードとして格納され、制御モードに応じた瞬時覆域および探知性能情報
が格納されている。また、センサ制御ルール２０２には、制御方法を決定するための判断
基準も格納されている。なお、制御方法および判断基準の一例は図３に示す通りである。
以下、実施の形態１では、図３に示す情報が設定された場合の動作で説明する。
【００３８】
　図３では、制御モードとしてペンシルビームで観測する「モード１」と、４本のマルチ
ビームで４倍の瞬時覆域を有する「モード２」とが設定されている。瞬時覆域は、「モー
ド１」がビーム中心から±１ｄｅｇ、「モード２」がビーム中心から±２ｄｅｇとなる。
また、探知確率５０％とするときの探知距離は、図４に示すように、ＲＣＳ１．０ｍ2に
対して、「モード１」では７０ｋｍ、「モード２」では５０ｋｍとなる。観測精度は、「
モード１」と「モード２」で同等で０．５ｋｍとする。また、判断基準としては、「瞬時
覆域は観測誤差を包含する」、「探知確率は５０％以上」、「探知距離優先」という３つ
の判断基準が設定されている。
【００３９】
　図５の例において、１回目の入力では、相対距離が６５ｋｍで、推定観測誤差が１ｋｍ
のため、目標は指定された位置の±０．８ｄｅｇの範囲に存在すると推定できるため、「
モード１」と「モード２」の両方で対応可能である。一方、探知確率５０％以上という条
件は、「モード１」しか判定条件を満たさない。このため、センサ制御決定部２０１は、
「モード１」で目標の推定位置にセンサを指向することを決定し、制御コマンド発行部２
０３にセンサ制御コマンドの発行を指示する。
【００４０】
　また、図５の例において、２回目の入力では、相対距離が３０ｋｍのため、探知確率５
０％以上という条件は、「モード１」と「モード２」の両方で対応可能である。一方、相
対距離３０ｋｍで推定観測誤差１ｋｍのため、目標は指定された位置の±１．９ｄｅｇの
範囲に存在すると推定されるため、瞬時覆域は「モード２」しか判定条件を満たさない。
このため、センサ制御決定部２０１は、「モード２」で目標の推定位置にセンサを指向す
ることを決定し、制御コマンド発行部２０３にセンサ制御コマンドの発行を指示する。
【００４１】
（Ｓｔｅｐ３：初期センサ制御コマンド発行）
　Ｓｔｅｐ３では、制御コマンド発行部２０３が、センサ制御決定部２０１の指示に従っ
て、ＤＢＦ機能付レーダ６００に対し、センサに対する制御指示としてのセンサ制御コマ
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ンドを発行する。１回目の入力では、外部指示機構９００が指定した目標の推定位置に「
モード１」でセンサを指向する旨のセンサ制御コマンドを発行する。２回目の入力では、
外部指示機構９００が指定した目標の推定位置に「モード２」でセンサを指向する旨のセ
ンサ制御コマンドを発行する。
【００４２】
（Ｓｔｅｐ４：初期センサ観測実施）
　Ｓｔｅｐ４では、ＤＢＦ機能付レーダ６００が、制御コマンド発行部２０３が発行した
センサ制御コマンドに従って、レーダの観測を実施する。１回目の入力では、「モード１
」で、外部指示機構９００が指定した目標の推定位置にペンシルビームを指向して観測を
実施する。２回目の入力では、「モード２」で、外部指示機構９００が指定した目標の推
定位置にマルチビームを指向して観測を実施する。なお、ＤＢＦ機能付レーダ６００で、
「モード２」のマルチビームによる観測を実施する場合には、送受信ともにマルチビーム
とする制御方法の他、図６のように送信は覆域全体を含む太いビームで送信し、受信のみ
マルチビームで受信するようにしてもよい。
【００４３】
　ここで、レーダが目標を探知した場合、受信電波を信号処理することで探知結果を新た
な目標情報に加工して、センサ制御決定部２０１へ出力する。実施の形態１に係るＤＢＦ
機能付レーダ６００では、レーダ制御部６２０がセンサ制御コマンドを受け取り、レーダ
観測部６１０に観測の実施を指示する。レーダ観測部６１０では、指定された制御方法で
レーダによる観測および信号処理を実施する。なお、ＤＢＦ機能付レーダ６００内での制
御は、一般的なレーダと同様のため、ここでの更なる動作説明は割愛する。
【００４４】
（Ｓｔｅｐ５：観測方法の決定）
　Ｓｔｅｐ５では、Ｓｔｅｐ２、すなわち「初期観測方法の決定」と同様の手順で処理を
実行する。より詳細に説明すると、センサ制御決定部２０１は、外部指示機構９００また
はＤＢＦ機能付レーダ６００から入力された目標情報を基準に、センサ制御ルール２０２
に格納されている情報を用いて、ＤＢＦ機能付レーダ６００の制御方法を決定し、制御方
法を制御コマンド発行部２０３に指示する。
【００４５】
（Ｓｔｅｐ６：センサ制御コマンド発行）
　Ｓｔｅｐ６も、Ｓｔｅｐ３の「初期センサ制御コマンド発行」と同様の処理が実行され
る。すなわち、制御コマンド発行部２０３は、センサ制御決定部２０１の指示に従い、Ｄ
ＢＦ機能付レーダ６００にセンサ制御コマンドを発行する。
【００４６】
（Ｓｔｅｐ７：センサ観測実施）
　Ｓｔｅｐ７も、Ｓｔｅｐ４の「初期センサ観測実施」と同様の処理が実行される。すな
わち、ＤＢＦ機能付レーダ６００は、レーダ処理による観測を実施する。なお、Ｓｔｅｐ
５からＳｔｅｐ７までの処理は、繰り返し実行される。
【００４７】
　上記Ｓｔｅｐ５からＳｔｅｐ７までの処理について、図３から図５に示す設定例で説明
する。例えば、１回目の入力の後、時間が経過し、目標が３０ｋｍまで近づき、ＤＢＦ機
能付レーダ６００で目標を観測していたとする。この場合、相対距離３０ｋｍでセンサ制
御ルール２０２の情報から推定観測誤差０．５ｋｍとなり、目標は指定された位置の±０
．９５ｄｅｇの範囲に存在すると推定できるため、「モード１」と「モード２」の両方で
対応可能である。また、図４から理解できるように、探知確率５０％以上は「モード１」
と「モード２」の両方で対応可能である。このような場合、Ｓｔｅｐ５の「観測方法の決
定」工程において、センサ制御決定部２０１は、センサ制御ルール２０２で「探知距離優
先」としているため、探知距離で有利な「モード１」を選択し、当該制御方法を制御コマ
ンド発行部２０３に指示する。
【００４８】
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　さらに時間が経過し、目標が１５ｋｍまで近づき、引き続き、ＤＢＦ機能付レーダ６０
０で目標を観測していたとする。この場合、相対距離１５ｋｍで推定観測誤差０．５ｋｍ
のため、目標は指定された位置の±１．９ｄｅｇの範囲に存在すると推定できる。しかし
ながら、探知距離は「モード１」と「モード２」の両方で対応可能であるが、瞬時覆域は
「モード２」しか判定条件を満たさない。このため、「モード２」を選択し、当該制御方
法を制御コマンド発行部２０３に指示する。
【００４９】
　以上説明したように、実施の形態１に係るセンサ制御システムおよびセンサ制御方法に
よれば、ＤＢＦ機能を搭載したレーダを使用して、目標の観測条件に応じて、探知距離お
よび瞬時覆域の両方を判断条件としてセンサ制御方法を決定するセンサ制御システムを実
現できるという効果がある。また、レーダの観測情報が得られた場合には、探知での観測
精度を確保した上で、目標との相対距離と制御で利用する情報の精度に応じて、探知距離
および瞬時覆域の両方を判断基準として、送信電力および瞬時覆域のリソース配分を決定
できるという効果がある。また、単一のセンサでは、目標を観測できる保証は無いが、実
施の形態１に係るセンサ制御システムおよびセンサ制御方法によれば、観測状況に応じて
、適切な方法でセンサ制御を実現できるという効果がある。なお、上記において、探知距
離は探知確率と言い替えてもよい。また、瞬時覆域は、ビーム指向範囲に目標が存在する
か否かを決定するための判断条件である。
【００５０】
　なお、上記実施の形態１の説明では、説明を容易にするため、位置誤差の一例である推
定観測誤差を基準にビーム指向範囲を決定する例で説明したが、目標の角速度を基準とす
る制御ルールを設定し、当該制御ルールに対応した制御を実施することでも同様の効果が
得られる。
【００５１】
　また、実施の形態１では、説明を容易にするため、推定観測誤差を一定の数値とし、瞬
時覆域の内か外かを判定基準とする制御ルールで説明したが、推定観測誤差を確率として
、瞬時覆域内に目標が存在する確率を判断基準とする制御ルールに対応した制御を実施す
ることでも同様の効果が得られる。
【００５２】
実施の形態２．
　図７は、実施の形態２によるセンサ制御システムの構成を示す図である。実施の形態２
では、図７に示すように、図１に示した実施の形態１の構成において、データ融合部５０
０を追加すると共に、ＤＢＦレーダ制御部２００をＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３
００に変更して、センサ制御システム１００を構成している。また、実施の形態２では、
図１の構成において、センサ制御システム１００に加え、ＤＢＦ機能付レーダ６００、Ｄ
ＢＦ機能付レーダ６００とは異なるセンサである搭載センサ７００、データ通信部８１１
および、パイロットインタフェース部８２１を加えて、航空機８００Ａを構成している。
さらに、実施の形態２では、航空機８００Ａと同様の構成を有する僚機として航空機８０
０Ｂおよび外部センサ管制機構９０１を関係するシステムとして加えている。
【００５３】
　データ融合部５００は、ＤＢＦ機能付レーダ６００、搭載センサ７００およびデータ通
信部８１１から入力される観測対象の目標に係る観測情報を相関および統合して目標情報
を生成し、生成した目標情報に対して、観測の品質ならびに、観測の品質に応じた制御の
可否等の相関および統合結果に関連して移動体内で使用する情報も付与して目標情報とし
て生成して一元管理する構成部である。ここで、「観測の品質」には、精度、観測頻度、
最終観測からの経過時間等が含まれる。
【００５４】
　ＤＢＦレーダ制御部２００に機能が付加される形で構成されるＤＢＦレーダ制御対応セ
ンサ管理部３００は、センサ制御ルールを基準に搭載センサ７００の制御方法を決定し、
制御対象のセンサの観測制御を行う機能に加え、観測対象の情報と、使用するＤＢＦ機能
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付レーダ６００の諸元から観測方法を決定して、ＤＢＦ機能付レーダ６００にセンサ制御
コマンドを送信することで、ＤＢＦの特徴を活かしたビーム制御管理を実現する構成部で
ある。ここで、「観測対象の情報」には、目標の推定相対距離、推定ＲＣＳ、推定観測誤
差等が含まれる。「使用するＤＢＦ機能付レーダの諸元」には、レーダとして制御可能な
ビーム形状、ＤＢＦを含めた電波送受信の瞬時覆域、観測精度、送信電力などが含まれる
。「観測方法」には、ビーム指向方法、電波送受信の瞬時覆域などが含まれる。
【００５５】
　なお、以後の説明において、機体を区別して説明する場合は、航空機８００Ａ、航空機
８００Ｂのように、符号を付して説明する。一方、機体を指定する必要がない場合には、
Ａ、Ｂ等のアルファベットを付与せずに、航空機８００として説明する。また、以下では
、航空機８００Ａを基準として説明する。
【００５６】
　データ融合部５００は、相関統合部５１０および目標情報管理部５２０を含んで構成さ
れる。相関統合部５１０は、ＤＢＦ機能付レーダ６００、搭載センサ７００およびデータ
通信部８１１から入力される観測情報を、追尾アルゴリズムを利用して相関処理および統
合処理を行って目標情報としての航跡を生成する。また、データ融合部５００は、入力さ
れた探知データ、入力された航跡を使用して、新たな航跡を生成して、目標情報管理部５
２０に出力する。なお、図７では、搭載センサとして、ＤＢＦ機能付レーダ６００および
搭載センサ７００を例示しているが、これらに限定されるものではない。
【００５７】
　目標情報管理部５２０は、相関統合部５１０が生成した統合結果である目標情報として
の航跡と、当該航跡に対する観測品質を設定して一元管理する。本実施の形態では、複数
の搭載センサを制御する情報の他、ＤＢＦレーダ制御に必要となる観測情報も生成する。
具体的には、目標の位置、速度、観測時刻の他、瞬時覆域の判断基準の比較で使用する目
標の観測精度情報、目標のＲＣＳを生成する。なお、センサの観測では、真の位置は不明
なため、観測結果から予測した情報となる。観測精度情報としては、角速度に基づく情報
等も生成可能であるが、本実施の形態では、実施の形態１と同様に説明を簡単にするため
、位置に関する推定誤差を設定する例で説明する。
【００５８】
　目標情報管理部５２０が生成した目標情報は、ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３０
０、パイロットインタフェース部８２１およびデータ通信部８１１に出力される。データ
融合部５００は、ＤＢＦレーダ制御に必要となる観測情報を生成する以外に、「レーダ探
知データ」および「赤外線（ＩｎｆｒａＲｅｄ：以下「ＩＲ」と表記）探知データ」を相
関および統合する処理、ならびに、航跡を相関および統合する処理等は、上述した特許文
献２で実現されている方法と同様の方法で実現可能である。
【００５９】
　ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３００は、マルチセンサ制御決定部３０１、マルチ
センサ制御ルール３０２およびマルチセンサ制御コマンド発行部３０３を含んで構成され
る。ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３００は、事前に設定したマルチセンサ制御ルー
ル３０２を基準に、搭載センサの制御方法を決定すると共に、制御対象のセンサへセンサ
制御コマンドを出力する構成部である。より具体的に説明すると、ＤＢＦレーダ制御対応
センサ管理部３００は、データ融合部５００が出力する目標情報から、判断基準として事
前に設定したマルチセンサ制御ルール３０２を参照してセンサの制御方法を決定すると共
に、決定したセンサ制御方法に応じて、搭載された各センサの中から対象のセンサに対し
てセンサ制御コマンドを出力する。ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３００は、上記の
機能に加え、ＤＢＦ機能付レーダ６００の制御については、マルチセンサ制御ルール３０
２に、実施の形態１のセンサ制御ルール２０２と同様のセンサ制御方法および判断基準を
追加している。
【００６０】
　マルチセンサ制御決定部３０１には、実施の形態１のセンサ制御決定部２０１と同様に



(11) JP 6429689 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

、探知での観測精度を確保した上で、目標との相対距離と制御で利用する情報の精度に応
じて、瞬時覆域および探知距離の双方を判断基準として、最適な送信電力および瞬時覆域
のリソース配分を決定するセンサ制御機能が追加されている。なお、上記において、探知
距離は探知確率と言い替えてもよい。また、瞬時覆域は、ビーム指向範囲に目標が存在す
るか否かを決定するための判断条件である。また、マルチセンサ制御コマンド発行部３０
３には、実施の形態１の制御コマンド発行部２０３と同様に、ＤＢＦ機能付レーダ６００
の制御に必要なセンサ制御コマンドを発行する機能が追加されている。なお、ＤＢＦレー
ダ制御対応センサ管理部３００が出力する目標情報を使用したＤＢＦ機能付レーダ６００
以外のセンサ制御方法の決定は、上述した特許文献２で実現されている方法と同様の方法
で実現可能である。
【００６１】
　ＤＢＦ機能付レーダ６００は、実施の形態１と同様のＤＢＦ機能を搭載したレーダであ
る。搭載センサ７００は、レーダとは異なる種類の搭載センサである。赤外線を観測する
ことで目標の方位を観測情報として出力可能なＩＲセンサは、搭載センサ７００の一例で
ある。搭載センサ７００は、ＤＢＦ機能付レーダ６００と同様に、観測部７０１および制
御部７０２を含んで構成される。搭載センサ７００は、目標の観測に赤外線の放射強度を
使用して「ＩＲ探知データ」を出力するが、動作はＤＢＦ機能付レーダ６００が、従来の
単体のレーダとして動作するときと同様のため、ここでの説明は省略する。
【００６２】
　データ通信部８１１は、編隊内の航空機８００Ｂとの間、および、広域の施設である外
部センサ管制機構９０１と、航空機８００Ａとの間でデータ交換を行う構成部である。編
隊内の航空機間では、データ融合部５００に具備される目標情報管理部５２０が管理する
目標情報が交換される。外部センサ管制機構９０１からは、外部センサの観測情報および
管制情報が送信され、航空機８００Ａからは目標情報が送信される。なお、送信する目標
情報は、送信先に応じて必要な情報を選択して送付することも可能である。また、データ
通信部８１１では、従来の装置と同様に、編隊内の航空機８００Ｂおよび外部センサ管制
機構９０１との間で、音声による通信部も有しているが、ここでの説明は省略する。
【００６３】
　パイロットインタフェース部８２１は、センサ制御システム１００とパイロットとの間
のマンマシンインタフェースを提供する構成要素である。図７では図示を省略するが、航
空機８００を操縦するパイロットに情報を表示し出力するモニタおよびスピーカーからな
る出力装置、ならびに、パイロットが得られた情報等に従って航空機８００を操縦する操
縦桿、各種操作機器からなる入力装置などが含まれる。
【００６４】
　実施の形態２の処理フローは、基本的には図２に示す実施の形態１の処理フローと同様
であり、図２のＳｔｅｐ５からＳｔｅｐ７までの処理を繰り返す方法で制御する。ただし
、制御対象のセンサがＤＢＦ機能付レーダ６００だけでなく、搭載センサ７００も含めて
、観測および制御が実施されることが異なる。また、制御の判断基準で使用する情報が増
加するが、基本的なセンサ制御のフローは同一もしくは同等である。
【００６５】
　実施の形態２では、マルチセンサの制御機能に、レーダのＤＢＦ機能を利用する機能を
追加することで、マルチセンサ制御の効果に加えて、レーダ制御では、探知での観測精度
を確保した上で、目標との相対距離と制御で利用する情報の精度に応じて、ビーム指向範
囲に目標が存在することおよび探知距離（探知確率）の双方を判断基準として、もしくは
、ビーム指向範囲に目標が存在することおよび探知確率の双方を判断基準として、好適な
送信電力および瞬時覆域のリソース配分を決定できるセンサ制御システムを実現できると
いう効果がある。
【００６６】
　また、実施の形態２では、レーダと他の搭載異種センサやネットワーク経由の観測情報
と組み合わせた観測情報に対する観測精度の情報に基づいて、適切なビームの照射範囲を
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推定して実施することで、様々な観測精度の情報を活用することが可能となり、レーダ制
御に使用する観測情報を拡大できる効果がある。特に、マルチセンサ制御の一部として実
現することで、他の搭載センサの観測情報を有効に活用し、かつ、他の搭載センサの制御
との連携も考慮したセンサ制御を実現できる効果がある。
【００６７】
　また、実施の形態２では、レーダの観測情報だけでなく、他の搭載センサやネットワー
ク経由の情報も使用してレーダ制御を実施することで、レーダの観測実施前もしくは観測
中にレーダが情報を得ることができない状況でも、適切なセンサ制御を実施できる効果が
ある。
【００６８】
　なお、実施の形態２では、説明を容易にするため、搭載センサ７００のみを加えた例で
説明したが、さらに他の搭載センサを加えても同様の効果が得られる。他の搭載センサの
観測能力を加えることで、当該他の搭載センサによる能力向上の相乗効果を得ることも期
待できる。
【００６９】
実施の形態３．
　図８は、実施の形態３によるセンサ制御システムの構成を示す図である。実施の形態３
では、図８に示すように、図７に示した実施の形態２の構成において、ＤＢＦレーダ制御
対応センサ管理部３００を、捕捉機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３１０に変
更して、センサ制御システム１００を構成している。捕捉機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応
センサ管理部３１０は、ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３００において、累積探知確
率および探知確率条件を設定した捜索範囲を基準に必要な回数分のレーダ波を指向する時
系列の制御機能が追加された構成部である。
【００７０】
　捕捉機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３１０は、捕捉機能拡張マルチセンサ
制御決定部３１１、捕捉機能拡張マルチセンサ制御ルール３１２およびマルチセンサ制御
コマンド発行部３０３を備えて構成される。
【００７１】
　捕捉機能拡張マルチセンサ制御決定部３１１は、捕捉機能拡張マルチセンサ制御ルール
３１２および観測情報から、実施の形態２のマルチセンサ制御決定部３０１と同様の処理
でセンサの制御方法を決定する。ただし、捕捉機能拡張マルチセンサ制御ルール３１２に
累積探知確率が設定されている場合、捕捉機能拡張マルチセンサ制御ルール３１２に探知
確率条件を設定した捜索範囲が設定されている場合に、対象の方向に必要な回数分レーダ
波を指向するセンサ制御方法を決定し、マルチセンサ制御コマンド発行部３０３に対して
、時系列、すなわち複数回の時刻でセンサ制御コマンドの発行を指示する。
【００７２】
　捕捉機能拡張マルチセンサ制御ルール３１２には、判断基準として実施の形態２のマル
チセンサ制御ルール３０２で設定しているルールに加えて、累積探知確率および探知確率
条件を設定した捜索範囲を設定する。
【００７３】
　実施の形態３では、累積探知確率に対する設定例として、実施の形態１のルールに対し
、判断基準として、「自機が追尾開始前には瞬時覆域内で観測」および「累積探知確率は
７０％以上」とするルールを加える。また、探知確率条件を設定した捜索範囲は、捜索範
囲１として「ＲＣＳ１．０ｍ2に対して相対距離７０ｋｍ以上で探知確率５０％以上、捜
索中心（方位０ｄｅｇ、方位０ｄｅｇ）、範囲（ＡＺ方向１０ｄｅｇ、ＥＬ方向１０ｄｅ
ｇ）」が設定され、捜索範囲２として「ＲＣＳ１．０ｍ2に対して相対距離４０ｋｍ以上
で探知確率５０％以上、捜索中心（方位０ｄｅｇ、方位０ｄｅｇ）、範囲（ＡＺ方向１０
ｄｅｇ、ＥＬ方向１０ｄｅｇ）」を設定する。
【００７４】
　以下、実施の形態３における捕捉機能拡張マルチセンサ制御決定部３１１でのセンサ制
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御決定方法について説明する。
【００７５】
　まず、累積探知確率を基準とした制御方法について説明する。例えば、自機が追尾して
いない目標の目標情報として、目標との相対距離が１２０ｋｍで推定誤差１ｋｍ、ＲＣＳ
１．０ｍ2の目標情報が入力されたとする。この場合、瞬時覆域内の制約からモード１（
図３および図４参照）が選択される。累積探知確率は、探知確率をＰｄとし、観測実施回
数をＮとした場合に次式で現される。
【００７６】
　累積探知確率＝１－（１－Ｐｄ）Ｎ　　……（１）
【００７７】
　上記（１）式において、“Ｐｄ”は、レーダ波を１回指向した場合に目標を探知できる
確率であり、“Ｎ”は、目標にレーダ波を指向して観測を実施できた回数とする。
【００７８】
　本実施の形態において、モード１では、相対距離が１２０ｋｍで探知確率が２０％、Ｐ
ｄ＝０．２であったとする。この場合、Ｎ＝６、すなわち、６回観測すると累積探知確率
が約７４％となり、制約条件の７０％以上となる。このため、捕捉機能拡張マルチセンサ
制御決定部３１１は、モード１でのペンシルビームを目標方向に６回指向して観測を実施
するセンサ制御の実施を決定する。このとき、マルチセンサ制御コマンド発行部３０３か
らＤＢＦ機能付レーダ６００に対して、対応するセンサ制御コマンドが発行される。
【００７９】
　つぎに、例えば、自機が追尾していない目標の目標情報として、目標との相対距離が７
０ｋｍ、推定誤差２ｋｍ、ＲＣＳ１．０ｍ2の目標情報が入力されたとする。この場合、
目標は指定された位置の±１．６ｄｅｇの範囲に存在すると推定され、「モード２」でな
いと、瞬時覆域内で目標を捉えることができないため、モード２が選択される。ここで、
本実施の形態における「モード２」では、相対距離が７０ｋｍでの探知確率Ｐｄが３０％
（＝０．３）であったとする。この場合、Ｎ＝４、すなわち、４回の観測では、上記（１
）式により、累積探知確率が約７６％となり、制約条件の７０％以上となる。このため、
捕捉機能拡張マルチセンサ制御決定部３１１は、モード２でのマルチビームを目標方向に
４回指向して観測するというセンサ制御の実施を決定する。この決定により、マルチセン
サ制御コマンド発行部３０３からＤＢＦ機能付レーダ６００に対し、対応するセンサ制御
コマンドが発行される。
【００８０】
　つぎに、探知確率条件を設定した捜索範囲を基準とした制御方法について説明する。
【００８１】
　捜索範囲１が指定された場合、捕捉機能拡張マルチセンサ制御決定部３１１は、ＲＣＳ
１．０ｍ2に対して相対距離７０ｋｍ以上で探知確率５０％以上の条件から、「モード１
」を選択する。ここで、「モード１」は、瞬時覆域が１ｄｅｇで、捜索範囲がＡＺ方向１
０ｄｅｇ、ＥＬ方向１０ｄｅｇであるため、合計で１００回のビームを指向して観測を実
施することが決定される。マルチセンサ制御コマンド発行部３０３からは、対応するセン
サ制御コマンドがＤＢＦ機能付レーダ６００に対して発行される。
【００８２】
　また、捜索範囲２が指定された場合、捕捉機能拡張マルチセンサ制御決定部３１１は、
ＲＣＳ１．０ｍ2に対して相対距離４０ｋｍ以上で探知確率５０％以上の条件から、瞬時
覆域が広い「モード２」を選択する。「モード２」は、瞬時覆域が２ｄｅｇで、捜索範囲
がＡＺ方向１０ｄｅｇ、ＥＬ方向１０ｄｅｇであるため、合計で２５回のビームを指向し
て観測を実施することが決定される。マルチセンサ制御コマンド発行部３０３からは、対
応するセンサ制御コマンドがＤＢＦ機能付レーダ６００に対し発行される。
【００８３】
　実施の形態３では、目標の存在する可能性がある範囲を考慮して、ＤＢＦレーダに対し
て適切な瞬時覆域を設定し、累積探知確率達成に必要な指向回数を設定できるという効果



(14) JP 6429689 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

がある。
【００８４】
　また、実施の形態３では、探知確率条件を設定した捜索範囲に対しても、レーダの探知
確率を考慮して適切なＤＢＦレーダの瞬時覆域を設定することで、効率の良い捜索を実施
できるという効果がある。特に、マルチビームの捜索を実施した場合には、従来のペンシ
ルビームのみの捜索と比較して短時間で捜索を完了できるという運用上の効果がある。
【００８５】
　また、センサシステムでは、パイロットへの情報提供、火器管制といった、運用に必要
な情報の生成が求められる。運用に必要な情報は、追尾処理結果である航跡情報となるこ
とが多い。追尾処理を実施して航跡を生成するには、センサの探知結果が必要になる。こ
のため、追尾処理では、特に追尾を開始する際に、探知結果を一定以上の確率で入力する
ことが求められる。その一方で、追尾では、毎回探知結果が入力される必要は無い。この
ため、追尾の開始では、探知確率、すなわちレーダを１回指向した場合に目標を探知でき
る確率よりも、一定の時間内に探知データが得られるか否かが、重要になる。このため、
追尾の開始処理では、累積探知確率を基準としてセンサを制御できると有利である。
【００８６】
　実施の形態３では、累積探知確率を基準にＤＢＦレーダを指向制御して目標の探知デー
タを得る制御が可能になる。その結果、実施の形態３では、ＤＢＦレーダの特徴を活かし
て、瞬時覆域内に目標が存在する可能性についても担保してセンサ制御を実施できるとい
う効果がある。
【００８７】
　また、実施の形態３では、ＤＢＦ機能を搭載したレーダを適切に制御することで、セン
サの運用の１つである追尾の開始処理に応じて、適切な制御方法を実現できるという効果
がある。
【００８８】
　一般に、機外からの観測情報は搭載センサよりも観測誤差が大きい。比較的遠方を観測
する場合には、誤差が角度方向に与える影響が小さいため、瞬時覆域を絞ったペンシルビ
ームによる従来のレーダの観測方式でも問題が発生することは少ない。一方、近距離を観
測する場合には、誤差が角度方向に与える影響が大きく、ペンシルビームのみでは瞬時覆
域外となる。瞬時覆域外では、ビーム内に目標が存在しないため、累積の効果が得られず
、目標方向にレーダを複数回指向しても搭載センサで探知することが困難であった。
【００８９】
　これに対し、実施の形態３では、近距離を観測する場合に、レーダのＤＢＦ機能を活用
し、瞬時覆域を広げて観測することができるので、目標を瞬時覆域内とすることができ、
累積探知の効果が得られるシステムを実現できるという効果がある。また、遠距離では瞬
時覆域を絞って探知距離を延伸する観測も実施できるので、目標の観測状況に応じて、適
切な追尾開始処理におけるセンサ制御を実現できるという効果がある。
【００９０】
　特に、近距離では、同じ速度の大きさであっても、目標の角度方向の移動速度である角
速度が大きくなる。このため、観測してからレーダ制御を実施するまでの遅延時間に応じ
て、目標が存在する範囲が遠距離よりも大きくなり、特に、搭載センサよりも遅延時間が
大きくなる機外からの観測情報を使用する場合に影響が大きくなる。このため、実施の形
態３の手法を採用すれば、ＤＢＦを利用したセンサ制御の効果がより顕在化することに期
待が持てる。
【００９１】
　なお、実施の形態３では、説明を容易にするため、観測誤差を一定として累積探知確率
を基準にセンサ制御を簡易に決定する例で説明したが、観測誤差を確率として、瞬時覆域
内に目標が存在する確率を判断基準とした制御方法としてもよく、対応する制御ルールを
設定し、ルールに対応した制御を実施することで同様の効果が得られる。
【００９２】
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　また、実施の形態３では、説明を容易にするため、累積探知確率を達成することだけを
基準としたが、累積探知確率達成に必要な観測回数として、覆域内の存在確率、累積探知
確率、観測回数を組合せたセンサ制御ルールを設定しあるいは、複数の要素に対する評価
関数を設定するような判断基準を設定しても同様の効果が得られる。
【００９３】
実施の形態４．
　図９は、実施の形態４によるセンサ制御システムの構成を示す図である。実施の形態４
では、図９に示すように、図７に示した実施の形態２の構成において、ＤＢＦレーダ制御
対応センサ管理部３００を、追尾機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３２０に変
更して、センサ制御システム１００を構成している。追尾機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応
センサ管理部３２０は、ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３００において、追尾の維持
に必要な頻度で、目標の探知回数が期待できるように、指向制御する機能が追加された構
成部である。なお、ここでいう「頻度」は、「時間間隔および回数」と読み替えることが
できる。
【００９４】
　追尾機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３２０は、追尾機能拡張マルチセンサ
制御決定部３２１、追尾機能拡張マルチセンサ制御ルール３２２およびマルチセンサ制御
コマンド発行部３０３を備えて構成される。
【００９５】
　追尾機能拡張マルチセンサ制御決定部３２１は、追尾機能拡張マルチセンサ制御ルール
３２２および観測情報から、マルチセンサ制御決定部３０１と同様の処理でセンサの制御
方法を決定する。ただし、追尾機能拡張マルチセンサ制御ルール３２２に追尾の維持に必
要な頻度が指定され、目標の追尾維持を目的としたセンサ制御を実施すると判断した場合
には、対象の方向に必要な頻度でレーダ波を指向するセンサ制御方法を決定し、マルチセ
ンサ制御コマンド発行部３０３に対して、時系列、すなわち複数回の時刻でセンサ制御コ
マンドの発行を指示する。
【００９６】
　なお、目標の追尾維持を目的とした制御を実施するか否かの判断は、上述した特許文献
２で実現されている方法と同様の方法で実現可能である。
【００９７】
　追尾機能拡張マルチセンサ制御ルール３２２には、判断基準としてマルチセンサ制御ル
ール３０２で設定しているルールに加えて、判断基準として追尾の維持に必要なレーダの
観測頻度が設定されている。
【００９８】
　ここで、追尾の維持に必要なレーダの観測頻度に関する設定例として、実施の形態５で
は、実施の形態１のルールに対し、判断基準として「１秒間に期待値１回の頻度でレーダ
観測」および「追尾維持では瞬時覆域拡大優先」とするルールを加え、ＤＢＦ機能付レー
ダ６００の制御方法では「１００ｍｓｅｃ周期で観測を実施」を設定する。なお、レーダ
観測の期待値は、「探知確率」×「観測回数」で算出する場合を例示する。
【００９９】
　以下、実施の形態４における追尾機能拡張マルチセンサ制御決定部３２１でのセンサ制
御決定方法について説明する。
【０１００】
　例えば、目標との相対距離が１２０ｋｍで追尾を実施中とする。相対距離が１２０ｋｍ
では、モード１の探知確率は２０％（Ｐｄ＝０．２）、モード２の探知確率は５％（Ｐｄ
＝０．０５）とする。
【０１０１】
　期待値１回の達成には、モード１では５回の観測、モード２では、モード１の４倍、す
なわち２０回の観測が必要になる。「１００ｍｓｅｃ周期で観測を実施」するというルー
ルのため、１秒間の観測回数は１０が最大値であり、モード２での観測は不可となる。こ
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のため、追尾機能拡張マルチセンサ制御決定部３２１は、１秒間に５回、モード１で目標
方向を観測するようにビームを指向して観測を実施することを決定する。このとき、マル
チセンサ制御コマンド発行部３０３からＤＢＦ機能付レーダ６００に対して、対応するセ
ンサ制御コマンドが発行される。
【０１０２】
　なお、１秒間で最大１０回の観測が可能なため、残りの５回分は、他の目標の観測また
は電波を送信しない電波封止の制御が実施可能となる。
【０１０３】
　つぎに、例えば、目標との相対距離が７０ｋｍで追尾を実施中とする。なお、相対距離
が１２０ｋｍでは、モード１の探知確率は５０％（Ｐｄ＝０．５）であり、モード２の探
知確率は３０％（Ｐｄ＝０．３）であるとする。
【０１０４】
　上記例の場合、期待値１回の達成には、モード１では２回の観測、モード２では４回の
観測が必要になる。よって、モード１またはモード２の何れでも対応可能であるが、「追
尾維持では瞬時覆域拡大優先」というルールから、モード２での観測が選択される。この
ため、追尾機能拡張マルチセンサ制御決定部３２１は、１秒間に４回、モード２で目標方
向を観測するようにビームを指向して観測を実施することを決定する。この決定により、
マルチセンサ制御コマンド発行部３０３からＤＢＦ機能付レーダ６００に対し、対応する
センサ制御コマンドが発行される。
【０１０５】
　実施の形態４では、追尾の維持を考慮して、探知確率および瞬時覆域の両方を基準に、
一定の探知データの入力を担保しながら追尾処理を実行可能とするセンサ制御を実現でき
るという効果がある。
【０１０６】
　実施の形態４の追尾処理は、同一目標と判断した探知データを時系列で繋ぐことで航跡
情報を生成する処理である。探知データの入力がサンプリングの頻度となるため、運動の
変化が激しい目標に対しては、サンプリングが多い方が有利である。一方で、追尾処理で
は探知データで得た位置情報を微分して速度情報を生成する。探知データの入力間隔が短
い場合には、位置誤差により、算出する速度情報の誤差が拡大するという課題がある。ま
た、レーダで目標を観測する場合には電波を放射することになるため、電波の発射を監視
している相手に発見される確率が増加するという課題もある。このため、レーダを用いた
追尾処理では、目標の運動への対処も含めて、所期の観測品質を維持可能な範囲で、適切
な頻度で観測することが運用上重要になる。
【０１０７】
　ここで、事前に必要な観測頻度は、追尾処理のアルゴリズム等から設定可能である。た
だし、レーダは電波センサであり、目標方向にビームを指向しても観測結果が得られる保
証は無い。このため、観測性能と観測頻度とを組合せてレーダ制御を実施することが運用
上、重要である。実施の形態４は、観測性能と観測頻度とを組合せてレーダ制御を実施す
るという運用に適したレーダ制御を実現することができる。
【０１０８】
　また、実施の形態４では、観測の時間間隔を保証して追尾を実施できるため、速度や加
速度といった、微分で得る情報を安定させた観測を実施できるセンサ制御方式を実現でき
るという効果がある。
【０１０９】
　追尾処理では入力された探知データを同一目標と見做すか否かの判断では、追尾処理で
算出した速度および加速度を使用する。実施の形態４のセンサ制御により、速度および加
速度の観測を安定化することができるので、正しい探知データを同一目標とできる確率の
向上が期待でき、追尾維持能力の向上、安定した追尾品質の実現といった運用上の効果が
期待できる。
【０１１０】
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　また、追尾処理は遠距離から近距離まで継続して実施することが重要である。遠距離で
は探距離性能が厳しく、近距離では目標を瞬時覆域内で観測する性能が厳しくなる。実施
の形態４では、ＤＢＦ機能を利用して距離に応じて適切なレーダ制御を実現できるため、
追尾維持の頻度制御と組合せることで、より適切なレーダ制御を実現することに期待が持
てる。
【０１１１】
　特に目標の機動により、瞬時覆域内で観測する性能が厳しくなる状況では、ＤＢＦ機能
を利用して瞬時覆域を広げるセンサ制御を併用できる効果が高く、実施の形態４によるセ
ンサ制御が、瞬時覆域を拡大する効果の発揮に期待が持てる。
【０１１２】
　また、実施の形態４では、一定の探知データの入力を担保できるため、最適なレーダ放
射頻度を選択できるという効果がある。また、実施の形態４のセンサ制御では、上記した
特許文献２と同様に他の搭載センサと連携した電波放射頻度抑制機能を追加可能である。
また、実施の形態４における追尾制御を、他の搭載センサにおける電波放射頻度抑制機能
と連携して動作させることは容易に実現可能であり、電波放射低減の効果的な実現に期待
が持てる。
【０１１３】
　また、実施の形態４のセンサ制御では、上記特許文献２と同様に、データ融合部５００
が生成する観測状況に応じた他の搭載センサおよび外部からの観測情報とも連携したセン
サ制御が可能である。このため、実施の形態４における追尾制御と連携して動作させるこ
とは容易に実現可能であり、マルチセンサでの追尾処理の効果的な実現に期待が持てる。
【０１１４】
　また、実施の形態４のセンサ制御において、データ融合部５００が生成する観測状況を
利用することで、追尾の品質が落ちてきた場合、または、目標が近距離となった場合にお
いて、目標の機動等に応じて、ＤＢＦレーダ機能を利用して瞬時覆域を拡大することがで
き、目標をビーム内とできる確率を向上させた観測制御も可能となり、マルチセンサでの
追尾処理の効果的な実現に期待が持てる。
【０１１５】
　なお、実施の形態４では、説明を容易にするため、頻度の制御を単純な期待値を基準と
して実施する例で説明したが、例えば累積探知確率を基準に制御を実施しても同様の効果
を発揮する。また、制御の判断基準として、データ融合部５００が生成する目標の品質情
報を利用して、目標が瞬時覆域内に存在する確率も組み合わせて、追尾に必要な観測頻度
を得るセンサ制御ルールを設定した場合でも同様の効果を発揮し、かつ、瞬時覆域の影響
を受ける状況では、より効果を発揮することが期待できる。その他、データ融合部５００
が生成する目標情報を利用して、運動に応じた制御、例えば高機動時での速度の変化に応
じた制御、観測頻度を増やしてサンプリングを増やす制御および、瞬時覆域を広げる制御
を組合せたセンサ制御ルールを設定することも可能であり、このような制御によって、よ
り柔軟なセンサ制御を実現する効果の発揮に期待が持てる。
【０１１６】
実施の形態５．
　図１０は、実施の形態５によるセンサ制御システムの構成を示す図である。実施の形態
５では、図１０に示すように、図７に示した実施の形態２の構成において、データ融合部
５００を対誤警報機能拡張データ融合部５０１に変更し、ＤＢＦレーダ制御対応センサ管
理部３００を、対誤警報機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３３０に変更して、
センサ制御システム１００を構成している。対誤警報機能拡張データ融合部５０１は、デ
ータ融合部５００において、搭載センサ７００の観測結果から誤警報の判定が必要な状況
を判断する機能が追加された構成部である。対誤警報機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応セン
サ管理部３３０は、ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３００において、誤警報の排除お
よびメモリトラックの中止判断を含む目標の存在有無の判断に必要な回数の指向制御を行
う機能が追加された構成部である。なお、「誤警報」とは、目標が存在しない位置に対し
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て、目標探知の情報が出力される場合を指して言う。
【０１１７】
　対誤警報機能拡張データ融合部５０１は、対誤警報機能拡張相関統合部５１１および対
誤警報機能拡張目標情報管理部５２１を備えて構成される。
【０１１８】
　対誤警報機能拡張相関統合部５１１は、相関統合部５１０と同様にＤＢＦ機能付レーダ
６００、搭載センサ７００の探知データおよび航跡と、データ通信部８１１経由で入力さ
れる航空機８００Ｂ、外部センサ管制機構９０１の探知データおよび航跡とを統合して、
目標情報を生成する。
【０１１９】
　対誤警報機能拡張相関統合部５１１は、さらに、誤警報と推定する観測があった領域、
誤航跡の可能性がある航跡および、メモリトラックとなって追尾の継続が困難となってい
る航跡を判定し、誤警報確認対象として出力する機能が追加されている。
【０１２０】
　なお、メモリトラックとは、追尾中の航跡において、探知情報の入力が無い場合に、過
去の観測情報から、同一もしくは同等の速度で飛行していることを仮定して、位置および
速度の情報を外挿する等して航跡情報を生成し、出力している状態である。メモリトラッ
ク中の航跡に新たに探知データが入力されれば航跡の情報を更新して追尾処理を継続する
が、一定期間探知データが入力されない場合は、ロストしたと判断して、航跡を削除する
。
【０１２１】
　対誤警報機能拡張目標情報管理部５２１は、目標情報管理部５２０の機能に、対誤警報
機能拡張相関統合部５１１が出力する誤警報確認対象も目標情報の一部として一元管理し
、対誤警報機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３３０へ出力する機能が付加され
た構成部である。
【０１２２】
　対誤警報機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３３０は、対誤警報機能拡張マル
チセンサ制御決定部３３１、対誤警報機能拡張マルチセンサ制御ルール３３２およびマル
チセンサ制御コマンド発行部３０３を備えて構成される。
【０１２３】
　対誤警報機能拡張マルチセンサ制御決定部３３１は、対誤警報機能拡張マルチセンサ制
御ルール３３２および観測情報から、マルチセンサ制御決定部３０１と同様の処理でセン
サの制御方法を決定する。ただし、対誤警報機能拡張目標情報管理部５２１から、誤警報
確認対象の情報が入力された場合には、対誤警報機能拡張マルチセンサ制御ルール３３２
を参照して、誤警報の確認を目的に、対象の方向に適切な瞬時覆域で必要な回数のレーダ
波を指向するセンサ制御方法を決定し、マルチセンサ制御コマンド発行部３０３に対して
、時系列、すなわち複数回の時刻でセンサ制御コマンドの発行を指示する。
【０１２４】
　対誤警報機能拡張マルチセンサ制御ルール３３２には、判断基準として実施の形態２の
マルチセンサ制御ルール３０２で設定しているルールに加えて、誤警報確認対象の情報に
応じたセンサ制御方法の選択基準を設定する。
【０１２５】
　実施の形態５は、誤警報対処方法の事例として、次の２パターンで説明する。
【０１２６】
　まず、パターン１では、対誤警報機能拡張相関統合部５１１に搭載センサ７００から探
知情報が入力され、対誤警報機能拡張相関統合部５１１が、光波センサの観測に対する誤
警報確認対象の情報を出力し、対誤警報機能拡張目標情報管理部５２１経由で、対誤警報
機能拡張マルチセンサ制御決定部３３１へ出力する事例で示す。
【０１２７】
　搭載センサ７００のような光波センサは、一般にレーダのようなアクティブセンサと比
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較して誤警報が多い。観測原理が異なる異種センサでは、誤警報が同じ位置に出現する可
能性が低いため、レーダを指向して誤警報であるか、真の目標であるかの判定を行うこと
を狙う。
【０１２８】
　パターン２では、対誤警報機能拡張相関統合部５１１が、長時間探知データが入力され
ていない航跡を誤警報確認対象と判断し、観測の状況から品質レベルを加えて誤警報確認
対象の情報として出力し、対誤警報機能拡張目標情報管理部５２１経由で、対誤警報機能
拡張マルチセンサ制御決定部３３１へ出力する事例で示す。また、以下の説明では、相対
距離が５０ｋｍで、品質のレベルとして品質レベル２が設定されたとして説明する。
【０１２９】
　また、実施の形態５では、対誤警報機能拡張マルチセンサ制御ルール３３２として、搭
載センサ７００に対する誤警報確認対象の情報では「モード１で５回観測する制御を実施
」、追尾維持の確認では「品質レベル１の場合は推定誤差０．５ｋｍで累積探知確率９５
％まで観測」、「品質レベル２の場合は推定誤差１．５ｋｍで累積探知確率９５％まで観
測」が設定されたとする。また、「瞬時覆域内で目標を観測できるモードを優先」という
ルールが設定されたとする。なお、実施の形態１と同様に、相対距離５０ｋｍでのモード
２の探知確率は５０％（Ｐｄ＝０．５）とする。
【０１３０】
　一般に、搭載センサ７００のような光波センサは、レーダよりも角度の観測精度が良い
。このため、実施の形態５では、モード１で確認するセンサ制御ルールとしている。また
、光波センサは、距離情報を得るのが困難なセンサのため、例えば探知確率が５０％とな
るときのレーダ探知距離で、累積探知確率９５％以上となるまで観測を実施することで、
目標の存在有無を確認するセンサ制御の設定で説明することにする。
【０１３１】
　さらに、実施の形態５では、目標が存在しないことを確認するセンサ制御のため、累積
探知確率を９５％以上とするルールとした。なお、累積探知確率を９５％以上で観測した
場合、目標が存在していて、一度も探知できない確率は５％未満となる。
【０１３２】
　以下、実施の形態５の対誤警報機能拡張マルチセンサ制御決定部３３１におけるセンサ
制御決定方法について説明する。
【０１３３】
　パターン１では、光波センサの観測に対する誤警報確認対象の情報が入力されたときに
、対誤警報機能拡張マルチセンサ制御ルール３３２を参照し、光波センサの観測方向に対
してモード１で５回観測を実施することを決定する。このとき、マルチセンサ制御コマン
ド発行部３０３からＤＢＦ機能付レーダ６００に対して、対応するセンサ制御コマンドが
発行される。
【０１３４】
　パターン２では、相対距離５０ｋｍ、品質レベル２、推定誤差が１．５ｋｍのため、誤
警報を確認する範囲は、基準位置の±１．７ｄｅｇの範囲となり、モード２が選択される
。相対距離５０ｋｍでのモード２の探知確率は５０％であり、累積探知確率を９５％以上
とするには、５回の観測を実施する必要がある。このため、目標が存在すると予測する方
向に、モード２で５回の観測を実施することを決定する。このとき、マルチセンサ制御コ
マンド発行部３０３からＤＢＦ機能付レーダ６００に対して、対応するセンサ制御コマン
ドが発行される。
【０１３５】
　実施の形態５では、誤警報、メモリトラックに失敗したと考える領域および、目標に対
して目標が存在しない確率に応じた判断基準に基づいて、必要な回数のレーダ観測を実施
するセンサ制御システムを実現できるという効果がある。
【０１３６】
　また、実施の形態５では、観測状況品質、確認対象のセンサの性能等に基づいて、適切



(20) JP 6429689 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

な瞬時覆域および探知能力を選択してレーダの観測を実施するセンサ制御システムを実現
できるという効果がある。
【０１３７】
　実施の形態５により、レーダのＤＢＦ機能を拡張して、誤警報か否かの判断を適切に実
施することができるようになる。誤警報の判断を適切に実施できれば、ユーザに提示する
誤警報および誤目標を低減することが可能となり、ユーザの判断時間または反応時間の短
縮、ワークロード低減に繋がり、運用上の効果が期待できる。
【０１３８】
　また、実施の形態５により、誤警報を低減する構成部を設けることで、光波センサのよ
うに、誤警報が多いセンサを加えたマルチセンサシステムの構築や信頼性向上が容易にな
るという効果もある。
【０１３９】
　なお、実施の形態５では、説明を容易にするため、誤警報確認のセンサ制御を単純に選
択する方法で説明したが、累積探知の回数等を基準にする方法でも同様の効果が得られる
。例えば上述したパターン２では、モード１でも累積探知を実施可能である。モード１の
相対距離５０ｋｍでの探知確率を７０％（Ｐｄ＝０．７）とすると、累積探知確率９５％
に必要な観測回数は３回である。また、品質レベル２に対応した基準位置の±１．７ｄｅ
ｇの範囲の確認では、覆域の網羅のため、モード１では４回ビームを指向する必要がある
。このため、モード１で累積探知確率達成に必要な回数は、３×４＝１２回となり、モー
ド２で５回の観測を実施した方が有利となる。このような判断基準に基づいて、センサ制
御を実施できるのが、実施の形態５によるセンサ制御システムの効果である。
【０１４０】
実施の形態６．
　図１１は、実施の形態６によるセンサ制御システムの構成を示す図である。実施の形態
６では、図１１に示すように、図１０に示した実施の形態５の構成において、対誤警報機
能拡張データ融合部５０１を、ミサイルシーカ連携機能拡張データ融合部５０２に変更し
て、センサ制御システム１００を構成している。ミサイルシーカ連携機能拡張データ融合
部５０２は、シーカ捕捉方位を誤警報の判定が必要な状況に追加し、誤警報確認のために
実施したレーダの観測情報を使用して早期に誤警報か否かを判定し、誤警報と判断した場
合に自動でミサイルシーカの追尾をキャンセルする機能が追加された構成部である。また
、実施の形態６では、航空機８００Ａ内に飛翔体管制通信部８３１が追加され、航空機８
００Ａの外部に分離飛翔体８３２を関係するシステムとして加えている。
【０１４１】
　ミサイルシーカ連携機能拡張データ融合部５０２は、ミサイルシーカ連携機能拡張相関
統合部５１２、ミサイルシーカ連携機能拡張目標情報管理部５２２およびミサイル制御部
５３０を備えて構成される。
【０１４２】
　ミサイルシーカ連携機能拡張相関統合部５１２は、図１０に示した実施の形態５の対誤
警報機能拡張相関統合部５１１に、飛翔体管制通信部８３１からミサイルシーカの観測方
位が入力されたときに、シーカ捕捉方位を誤警報の判定が必要な情報として追加する機能
と、誤警報確認のために実施した制御に応じて観測制御を実施するＤＢＦ機能付レーダ６
００からの入力レーダをモニタして、ミサイルシーカの観測情報が誤警報か否か早期に判
定する機能と、を追加して実現する。なお、ミサイルシーカの観測情報が誤警報と判定し
た場合には、誤警報であることをミサイルシーカ連携機能拡張目標情報管理部５２２へ出
力する。
【０１４３】
　ミサイルシーカ連携機能拡張目標情報管理部５２２は、図１０に示した実施の形態５の
対誤警報機能拡張目標情報管理部５２１の機能に加えて、ミサイルシーカ連携機能拡張相
関統合部５１２からミサイルシーカの観測情報が誤警報との出力を受けた場合に、シーカ
の捕捉をキャンセルする指示の発行をミサイル制御部５３０に出力する。なお、ミサイル
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シーカの観測方位に応じた誤警報の判定が必要な情報については、他の誤警報の判定が必
要な情報と同様に、対誤警報機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３３０へ出力す
る。
【０１４４】
　対誤警報機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３３０では、実施の形態５のパタ
ーン１と同様の方法でセンサ制御を実施する。ただし、実施の形態６では、近距離用の赤
外線ミサイルシーカで瞬時覆域が大きいモードを優先し、相対距離が近い条件で、累積探
知に必要な回数でレーダ観測を行うルールとしている。
【０１４５】
　ミサイル制御部５３０は、ミサイルシーカ連携機能拡張目標情報管理部５２２からの指
示に応じて、飛翔体管制通信部８３１にシーカの捕捉をキャンセルする指示を出力する。
【０１４６】
　飛翔体管制通信部８３１は、ミサイルシーカ連携機能拡張データ融合部５０２の出力す
る目標情報に従って、分離飛翔体８３２に対する射程内または射程外のミッション情報を
算出する構成部である。飛翔体管制通信部８３１は、ミサイルシーカ連携機能拡張データ
融合部５０２の出力する目標情報に従って対象の目標を特定し、パイロットの発射操作に
応じて、分離飛翔体８３２に制御信号を送信する。
【０１４７】
　以下、実施の形態６では、分離飛翔体８３２の発射前に次の処理を実施する。まず、ミ
サイルシーカ連携機能拡張データ融合部５０２の出力する目標情報に応じて、目標の存在
方位を分離飛翔体８３２に送信する。つぎに、分離飛翔体８３２のミサイルシーカによる
目標捕捉の情報を受信した場合は、受信した情報をミサイルシーカ連携機能拡張データ融
合部５０２へ出力する。また、ミサイル制御部５３０からシーカの捕捉キャンセルの指示
を受け取った場合、分離飛翔体８３２にシーカ捕捉情報のキャンセルを指示する。
【０１４８】
　分離飛翔体８３２は、発射前には、飛翔体管制通信部８３１から入力された目標の方位
情報等を参考に、ミサイルシーカで目標を捜索し、ミサイルシーカが目標を捕捉した場合
は、ミサイルシーカの捕捉情報として、飛翔体管制通信部８３１に出力する。
【０１４９】
　また、飛翔体管制通信部８３１からシーカ捕捉情報のキャンセル指示があった場合、現
在捕捉中の情報をキャンセルし、再度、ミサイルシーカで目標捜索処理を開始する。
【０１５０】
　なお、分離飛翔体８３２は、飛翔体管制通信部８３１からの発射の制御信号があれば、
航空機８００から分離されて飛翔を開始し、ミサイルシーカで捕捉している方向に向かっ
て自律誘導で飛翔する。
【０１５１】
　なお、実施の形態６では、ミサイルシーカ連携機能拡張データ融合部５０２にミサイル
シーカのキャンセル機能を追加したが、センサ制御のフローは実施の形態５と同様である
ため、ここでの説明は省略する。
【０１５２】
　実施の形態６では、レーダのＤＢＦ機能を拡張した誤警報か否かの判断制御を、ミサイ
ルシーカで目標を捕捉し、捕捉した目標が誤警報であった場合に応用することができる。
この応用により、捕捉中の処理を早期にキャンセルすることができ、また、再度の目標捜
索処理を開始できるので、ミサイルを無駄なく運用できるという効果がある。
【０１５３】
　なお、目標が近距離の状況でレーダを運用する場合には、パイロットのワークロードが
高い。また、分離飛翔体８３２の指向方向の制御では、ヘルメットマウンテッドディスプ
レイ（Helmet　Mounted　Display：ＨＭＤ）のようにパイロットの視軸方向へ指向させる
方法もあるが、パイロットのワークロードが高いため、方位指示が正しく行えないことも
多い。このような運用状況で、センサシステムにより、誤警報を捕捉した場合に自動的に
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キャンセルすることで、パイロットのワークロード低減が期待できる。また、ミサイル発
射準備に向けた操作等、次の操作へ早く移行することで交戦能力が向上することも期待で
きる。
【０１５４】
実施の形態７．
　図１２は、実施の形態７によるセンサ制御システムの構成を示す図である。実施の形態
７では、図１２に示すように、図７に示した実施の形態２の構成において、ＤＢＦレーダ
制御対応センサ管理部３００を、運動判定機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３
４０に変更して、センサ制御システム１００を構成している。運動判定機能拡張ＤＢＦレ
ーダ制御対応センサ管理部３４０は、ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３００において
、自己の運動を判断する運動判断機能と、運動判断に応じてセンサ制御方法を決定する運
動対応センサ制御機能とが追加された構成部である。また、実施の形態７では、航空機８
００Ａ内に測位慣性航法部８４１が追加されている。
【０１５５】
　運動判定機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３４０は、運動判定機能拡張マル
チセンサ制御決定部３４１、運動判定機能拡張マルチセンサ制御ルール３４２、運動判定
部３４４およびマルチセンサ制御コマンド発行部３０３を備えて構成される。
【０１５６】
　運動判定機能拡張マルチセンサ制御決定部３４１は、運動判定機能拡張マルチセンサ制
御ルール３４２および観測情報から、図７に示した実施の形態２のマルチセンサ制御決定
部３０１と同様の処理でセンサの制御方法を決定する。ただし、運動判定機能拡張マルチ
センサ制御決定部３４１は、運動判定部３４４から運動対処指示を受けた際には、運動判
定機能拡張マルチセンサ制御ルール３４２を参照して、センサ制御方法を決定する。
【０１５７】
　運動判定機能拡張マルチセンサ制御ルール３４２には、判断基準として、図７に示した
実施の形態２のマルチセンサ制御ルール３０２で設定しているルールに加え、運動判定部
３４４から対処指示があった場合の対処方法を設定する。
【０１５８】
　実施の形態７では、対処指示があった場合に、センサ制御で基準となる自機の観測が不
安定になることを考慮して、観測情報の誤差を２０％増加させた条件で、センサ制御を決
定するルールを加える。
【０１５９】
　測位慣性航法部８４１は、航空機の運動を観測し、自機の位置、速度、姿勢角等の情報
を運動判定部３４４に出力する。
【０１６０】
　運動判定部３４４は、測位慣性航法部８４１から入力される自機の位置、速度、姿勢角
等の情報から、センサ制御で対処する自機の運動の有無を判断し、必要があれば運動対処
指示を運動判定機能拡張マルチセンサ制御決定部３４１に出力する。
【０１６１】
　また、運動判定部３４４は、一定のＧ以上の旋回を確認した際に、センサ制御で必要な
誤差範囲が拡大すると判断し、運動判定機能拡張マルチセンサ制御決定部３４１に対処を
指示する。
【０１６２】
　運動判定部３４４から対処指示が出力されると、運動判定機能拡張マルチセンサ制御決
定部３４１は、観測情報の誤差を２０％増加させた条件で、センサ制御を決定する。なお
、基本的なセンサ制御のフローは実施の形態２と同様のため、ここでの説明は省略する。
【０１６３】
　実施の形態７により、移動体自身の運動も考慮して、探知での観測精度を確保した上で
、目標との相対距離と制御で利用する情報の精度に応じて、瞬時覆域および探知距離の双
方を判断基準として、最適な送信電力と瞬時覆域のリソース配分を決定できるという効果
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がある。なお、上記において、探知距離は探知確率と言い替えてもよい。また、瞬時覆域
は、ビーム指向範囲に目標が存在するか否かを決定するための判断条件である。また、移
動体では、移動体自身の運動の影響で、センサの観測方法を変更する必要がある場合が存
在する。移動体自身の運動も考慮して制御を実施できることで多くの状況に対応できると
いう効果がある。
【０１６４】
　なお、実施の形態７では、航空機への適用例で説明したが、他の移動体へ搭載した場合
でも、同様の効果が得られる。例えば、自動車に搭載した場合、高速で通常走行時は前方
方向に絞ったビーム制御とし、低速走行中、停止中または右左折時等においては、広範囲
のビーム制御とする。このような制御によれば、通常走行時の速度の速い状況では前方を
遠距離から警戒し、低速、停止中または右左折時等においては、近距離を広覆域で警戒す
るようなセンサ制御が可能になるという効果がある。また、右左折時等は、右折または左
折の方向を基準に、進行する方向を中心とした覆域の観測制御を実施できるという効果も
得られる。さらに、自分の運動を基準にレーダを制御する状況では、本実施の形態の効果
がより発揮されることが期待できる。
【０１６５】
実施の形態８．
　図１３は、実施の形態８によるセンサ制御システムの構成を示す図である。実施の形態
８では、図１３に示すように、図７に示した実施の形態２の構成において、ＤＢＦレーダ
制御対応センサ管理部３００を、周囲条件判定機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理
部３５０に変更して、センサ制御システム１００を構成している。周囲条件判定機能拡張
ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３５０は、周囲条件の判断機能と、周囲条件の判断に
応じてセンサ制御方法を決定する周囲条件対応センサ制御機能と、が追加された構成部で
ある。また、実施の形態８では、航空機８００Ａ内に測位慣性航法部８４１が追加されて
いる。
【０１６６】
　周囲条件判定機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３５０は、周囲条件判定機能
拡張マルチセンサ制御決定部３５１、周囲条件判定機能拡張マルチセンサ制御ルール３５
２、周囲条件判定部３５４、周囲条件記録部３５５およびマルチセンサ制御コマンド発行
部３０３を備えて構成される。
【０１６７】
　周囲条件判定機能拡張マルチセンサ制御決定部３５１は、周囲条件判定機能拡張マルチ
センサ制御ルール３５２および観測情報から、図７に示した実施の形態２のマルチセンサ
制御決定部３０１と同様の処理でセンサの制御方法を決定する。ただし、周囲条件判定機
能拡張マルチセンサ制御決定部３５１は、周囲条件判定部３５４から周囲条件対処指示を
受けた際には、周囲条件判定機能拡張マルチセンサ制御ルール３５２を参照して、センサ
制御方法を決定する。
【０１６８】
　周囲条件判定機能拡張マルチセンサ制御ルール３５２には、判断基準として、図７に示
したマルチセンサ制御ルール３０２で設定しているルールに加え、周囲条件判定部３５４
から対処指示があった場合の対処方法を設定する。
【０１６９】
　実施の形態８では、対処指示が、電波封止領域内であった場合に、レーダを含む全電波
センサを送信停止としたセンサ制御とし、電波封止領域外の場合に、実施の形態１から７
までに示したような、レーダを使用したセンサ制御を可とするルールを加える。
【０１７０】
　測位慣性航法部８４１は、航空機の運動を観測し、自機の位置、速度、姿勢角等の情報
を運動判定部３４４に出力する。
【０１７１】
　周囲条件判定部３５４は、測位慣性航法部８４１から入力される自機の位置、速度、姿
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勢角等の情報と、周囲条件記録部３５５の内容とを参照して、自機の周囲条件を判定し、
必要に応じて周辺条件対処指示を周囲条件判定機能拡張マルチセンサ制御決定部３５１に
出力する。
【０１７２】
　実施の形態８では、自機が電波封止領域内に存在する場合は「電波封止領域内」、電波
封止領域外に存在する場合は「電波封止領域外」の対処指示を出力する。
【０１７３】
　周囲条件記録部３５５には、周辺条件として、座標に応じたセンサ制御に必要な対処指
示の情報が格納されている。実施の形態８では、位置座標に応じて、「電波封止領域内」
または「電波封止領域外」という対処指示を出力するが、当該対処指示は周囲条件記録部
３５５に記録される。
【０１７４】
　実施の形態８により、移動体の存在位置等の周辺条件に応じて、探知での観測精度を確
保した上で、目標との相対距離と制御で利用する情報の精度に応じて、瞬時覆域および探
知距離の双方を判断基準として、最適な送信電力と瞬時覆域のリソース配分を決定できる
という効果がある。なお、上記において、探知距離は探知確率と言い替えてもよい。また
、瞬時覆域は、ビーム指向範囲に目標が存在するか否かを決定するための判断条件である
。
【０１７５】
　パイロット１名が搭乗するような航空機では、パイロットのワークロードが高い。この
ため、移動体の位置を基準に、周辺条件に応じたセンサの運用を自動的に制御することが
できれば、ワークロード低減等の効果が期待できる。
【０１７６】
　なお、実施の形態８では、航空機への適用例で説明したが、他の移動体へ搭載した場合
でも、同様の効果が得られる。例えば、自動車に搭載した場合、通常走行時は前方方向に
絞ったビーム制御を実施し、交差点進入直前には広覆域で周囲への警戒能力を向上させる
といった応用が可能になる効果がある。また、ビル等、電波を反射する物体を周辺条件と
して考慮して、指向方向、瞬時覆域、送信電力を制御するといったレーダ制御も可能とな
る。このような制御によれば、レーダの誤警報低減、危険が高い箇所への集中捜索を行っ
て早期に検出するという効果が期待できる。なお、誤警報を低下させることは、ユーザの
認識能力向上、ワークロード低減および安全性向上に貢献することが期待できる。
【０１７７】
実施の形態９．
　図１４は、実施の形態９によるセンサ制御システムの構成を示す図である。実施の形態
９では、図１４に示すように、図７に示した実施の形態２の構成において、ＤＢＦ機能付
レーダ６００に搭載し、センサ制御システムに搭載したＤＢＦレーダ制御対応センサ管理
部３００と連携して動作する第２のＤＢＦレーダ制御部としてのセンサ搭載ＤＢＦレーダ
制御部４００を追加してセンサ制御システム１００を構成している。図１５は、実施の形
態９による基本的な処理の流れの一例を示すフローチャートである。
【０１７８】
　センサ搭載ＤＢＦレーダ制御部４００は、レーダ制御決定部４０１およびとレーダ制御
ルール４０２を備えて構成される。
【０１７９】
　レーダ制御決定部４０１は、マルチセンサ制御コマンド発行部３０３が発行するセンサ
制御コマンドをＤＢＦ機能付レーダ６００に出力する。また、レーダ制御決定部４０１は
、ＤＢＦ機能付レーダ６００の観測結果をモニタし、レーダ制御ルール４０２を参照して
、センサ制御コマンドを生成して、ＤＢＦ機能付レーダ６００に出力する。
【０１８０】
　レーダ制御ルール４０２には、図１５の制御に必要な情報として、早いレスポンスが必
要なレーダ制御に関するルールであるレーダ制御ルールが格納される。具体的には、目標
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の角速度が１ｄｅｇ／ｓｅｃを超えた場合には、モード２で早いレスポンスの制御を実施
するといったルールが格納される。
【０１８１】
　図１５において、レーダ制御決定部４０１には、ＤＢＦ機能付レーダ６００が観測した
レーダ観測情報が入力される（ステップＳ１０１）。レーダ制御決定部４０１は、ＤＢＦ
機能付レーダ６００の観測結果をモニタし、レーダ制御ルール４０２を参照して、早いレ
スポンスが必要か否かを判断する（ステップＳ１０２）。早いレスポンスが不要な場合に
は、受信したマルチセンサ制御コマンド発行部３０３が発行するセンサ制御コマンドをＤ
ＢＦ機能付レーダ６００に出力する（ステップＳ１０３）。
【０１８２】
　一方、早いレスポンスが必要な場合には、レーダ制御ルール４０２に従って、センサ制
御方法を決定する。具体的には、ＤＢＦ機能付レーダ６００の観測結果から目標の各速度
が１．２ｄｅｇ／ｓｅｃとなったことを確認した場合、モード２のマルチビーム制御への
移行を指示するセンサ制御方法を選択する。また、モード２のマルチビーム制御への移行
を指示するセンサ制御コマンドを生成し、ＤＢＦ機能付レーダ６００に出力する（ステッ
プＳ１０４）。
【０１８３】
　実施の形態９では、早いレスポンスが必要であるか否かの判断および当該判断に基づく
制御は、センサ搭載ＤＢＦレーダ制御部４００で実施し、システム全体を俯瞰した判断お
よび当該判断に基づく制御は、ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部３００で実施するよう
にしているので、マルチセンサ全体を俯瞰した総合的な判断に基づくセンサ制御と、目標
の機動変化等、反応時間の制約が厳しい事項に対するセンサ制御とを両立させ、最適な制
御方法を決定できるセンサ制御システムを提供できるという効果がある。
【０１８４】
実施の形態１０．
　図１６は、実施の形態１０によるセンサ制御システムの構成を示す図である。実施の形
態１０では、図１６に示すように、図１４に示した実施の形態９の構成において、ＲＣＳ
変動判定部４１３を追加して構成している。また、データ融合部５００を、ＲＣＳ対応機
能拡張データ融合部５０３に変更し、センサ搭載ＤＢＦレーダ制御部４００をＲＣＳ対応
機能拡張センサ搭載ＤＢＦレーダ制御部４１０に変更して構成している。
【０１８５】
　ＲＣＳ変動判定部４１３は、レーダの観測結果から、位置、速度およびＲＣＳの変化を
観測し、目標の運動開始を判定する機能を有する。ＲＣＳ対応機能拡張データ融合部５０
３は、データ融合部５００において、ＲＣＳ変動に応じた目標の運動開始判定情報に応じ
て、追尾処理の制御等を変更する機能が付加されている。ＲＣＳ対応機能拡張センサ搭載
ＤＢＦレーダ制御部４１０は、センサ搭載ＤＢＦレーダ制御部４００において、ＲＣＳ変
動に応じた目標の運動開始判定情報に応じて、ＤＢＦ機能付レーダ６００の制御方法を変
更する機能が付加されている。
【０１８６】
　一般に戦闘機のＲＣＳは機体正面の象限では小さく、水平方向では側方から後方にかけ
て大きく、また、垂直方向では上方および下方が大きくなるといった傾向がある。航空機
は、推力および揚力を使用して飛行するため、旋回等によって機動を変更する場合には、
機体を機軸に沿って回転させるロール方向の運動を開始する必要がある。このため、機首
方向のＲＣＳの小さい方向を向けて接近してきた目標が、旋回等の機動を開始する場合に
は、ＲＣＳが増加する傾向がある。
【０１８７】
　ＲＣＳ変動判定部４１３は、レーダの観測結果から、目標のＲＣＳの変化を観測し、Ｒ
ＣＳの変動状況から、目標の運動開始と運動の種類を推定し、「ＲＣＳ変動に応じた目標
の運動開始判定情報」としてＲＣＳ対応機能拡張データ融合部５０３およびＲＣＳ対応機
能拡張レーダ制御決定部４１１の双方に出力する。なお、ＲＣＳ変動判定部４１３では、
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事前に入手した目標のＲＣＳ情報を格納して、目標の運動を判定するような実現方法も考
えられる。
【０１８８】
　ＲＣＳ対応機能拡張データ融合部５０３は、ＲＣＳ対応機能拡張相関統合部５１３およ
び、ＲＣＳ対応機能拡張目標情報管理部５２３を備えて構成される。
【０１８９】
　ＲＣＳ対応機能拡張相関統合部５１３は、相関統合部５１０と同様に搭載センサである
ＤＢＦ機能付レーダ６００および搭載センサ７００、データ通信部８１１経由で入力され
る航空機８００Ｂならびに、外部センサ管制機構９０１におけるそれぞれの探知データお
よび航跡を統合して、目標情報を生成する。
【０１９０】
　また、ＲＣＳ対応機能拡張相関統合部５１３には、ＲＣＳ変動判定部４１３から入力さ
れる「ＲＣＳ変動に応じた目標の運動開始判定情報」を使用して、内部に実装している追
尾処理で、既存の航跡と探知目標との対応を決定する相関処理で基準とする航跡の変化の
範囲を補正する機能と、生成する航跡の速度情報等を補正する機能とが付加されている。
ＲＣＳ対応機能拡張相関統合部５１３は、「ＲＣＳ変動に応じた目標の運動開始判定情報
」を航跡に付随する情報として、ＲＣＳ対応機能拡張目標情報管理部５２３に出力する。
【０１９１】
　ＲＣＳ対応機能拡張目標情報管理部５２３は、目標情報管理部５２０の機能に加え、目
標情報をＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御決定部４１１にも出力する機能と、入力された「
ＲＣＳ変動に応じた目標の運動開始判定情報」を利用して、脅威度等の情報を補正する機
能とが付加されている。
【０１９２】
　ＲＣＳ対応機能拡張センサ搭載ＤＢＦレーダ制御部４１０は、ＲＣＳ対応機能拡張レー
ダ制御決定部４１１およびＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御ルール４１２を備えて構成され
る。
【０１９３】
　ＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御決定部４１１は、レーダ制御決定部４０１の機能に、Ｒ
ＣＳ変動判定部４１３から入力される「ＲＣＳ変動に応じた目標の運動開始判定情報」と
、ＲＣＳ対応機能拡張目標情報管理部５２３から入力される目標情報を使用して、ＲＣＳ
対応機能拡張レーダ制御ルール４１２を参照して、ＤＢＦ機能付レーダ６００を制御する
機能とが付加されている。
【０１９４】
　ＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御決定部４１１は、レーダ制御決定部４０１と同様に、マ
ルチセンサ制御コマンド発行部３０３からのセンサ制御コマンドを参照しつつ、「ＲＣＳ
変動に応じた目標の運動開始判定情報」をモニタして、目標の運動を確認した場合には、
図１５の処理フローで早いレスポンスが必要と判断して、ＤＢＦ機能付レーダ６００の制
御方法を変更する。図１６の構成では、ＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御ルール４１２を参
照してＲＣＳ対応機能拡張目標情報管理部５２３から入力される目標情報をも使用して、
センサの制御方法を決定する。
【０１９５】
　ＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御ルール４１２は、判断基準としてレーダ制御ルール４０
２で設定しているルールに加えて、ＲＣＳ変動判定部４１３からの入力情報に応じた対処
方法が設定されている。また、実施の形態１０では、旋回開始の情報が入力された場合に
、旋回の予測方向を基準に、瞬時覆域および探知確率から、観測回数で有利なレーダ制御
方式を実施するルールが設定されているとする。
【０１９６】
　つぎに、上述した設定例における実施の形態１０の動作を説明する。
【０１９７】
　まず、近距離で、目標が自機に向かって機首を向けて進行している状況から、右旋回、
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すなわち自機から見ると左方向に移動する機動をとる状況が発生したとする。このとき、
目標が機体をロールさせ、旋回方向に向けてスロットルを引くことで、目標機の下方から
左側面が自機に向くことになり、ＲＣＳが増加した状況となる。
【０１９８】
　ＤＢＦ機能付レーダ６００の観測結果から、ＲＣＳの変動を観測していたＲＣＳ変動判
定部４１３は、ＲＣＳ増加および目標の微小な位置変化から、右旋回の開始と判断する。
また、ＲＣＳ変動判定部４１３は、右旋回開始という情報と、ＲＣＳの大きさとを含む「
ＲＣＳ変動に応じた目標の運動開始判定情報」をＲＣＳ対応機能拡張データ融合部５０３
およびＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御決定部４１１に出力する。
【０１９９】
　ＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御決定部４１１では、ＲＣＳ変動判定部４１３から上述の
「ＲＣＳ変動に応じた目標の運動開始判定情報」を受け、ＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御
ルール４１２を参照して、レーダの制御ルールを決定する。
【０２００】
　なお、実施の形態１０の例では、ＲＣＳ対応機能拡張目標情報管理部５２３から入力さ
れる目標情報を使用して目標との相対距離を判断し、ＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御決定
部４１１から入力されたＲＣＳの大きさを使用して、ＤＢＦ機能付レーダ６００の各モー
ドでの探知確率を判断し、ＤＢＦ機能付レーダ６００の各モードでの瞬時覆域を考慮して
、目標の探知で必要な観測回数が最も有利な制御方法を選択する。なお、この選択方法は
、実施の形態３から実施の形態６に示した方法と同様の考え方で実施可能である。
【０２０１】
　ＲＣＳ対応機能拡張相関統合部５１３は、右旋回の入力値が入力される前提で、探知デ
ータと既存航跡との間の相関処理を実施し、航跡を生成する際に、右旋回に対応したゲイ
ンへの反応を高くするような処理を実施する。
【０２０２】
　実施の形態１０により、目標の機動変化を早期に確認した搭載レーダの制御が可能にな
る効果がある。追尾処理は入力される探知データが変化することで、目標の旋回等の機動
を判断するため、機動変化に対して一定の遅れがある。ＲＣＳの変化を検知することによ
り、追尾処理よりも相手の機動を先読みすることが可能となり、ビーム指向方向を含め、
ビーム制御を的確に行うことができ、高機動の目標に対する対処能力を向上できるという
効果がある。
【０２０３】
　ここで、追尾処理において、目標の変化に対応する方法としては、探知データの変化に
対する反応係数であるゲインを上げる方法がある。ゲインを上げた場合、誤警報が入力さ
れた場合に、誤警報に対して過剰に反応するアルゴリズムになってしまうという課題があ
る。
【０２０４】
　このような課題に対し、実施の形態１０では、ＲＣＳの変化によって、機動変化を事前
に察知した上で、ゲインを調整することができる。このため、適切なタイミングで追尾の
ゲインをコントロールすることが可能になり、高機動目標への対処で有利な追尾処理を実
現できるという効果も得られる。
【０２０５】
　なお、以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の
公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成
の一部を省略、変更することも可能である。
【符号の説明】
【０２０６】
　１００　センサ制御システム、２００　ＤＢＦレーダ制御部、２０１　センサ制御決定
部、２０２　センサ制御ルール、２０３　制御コマンド発行部、３００　ＤＢＦレーダ制
御対応センサ管理部、３０１　マルチセンサ制御決定部、３０２　マルチセンサ制御ルー
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ル、３０３　マルチセンサ制御コマンド発行部、３１０　捕捉機能拡張ＤＢＦレーダ制御
対応センサ管理部、３１１　捕捉機能拡張マルチセンサ制御決定部、３１２　捕捉機能拡
張マルチセンサ制御ルール、３２０　追尾機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部、
３２１　追尾機能拡張マルチセンサ制御決定部、３２２　追尾機能拡張マルチセンサ制御
ルール、３３０　対誤警報機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部、３３１　対誤警
報機能拡張マルチセンサ制御決定部、３３２　対誤警報機能拡張マルチセンサ制御ルール
、３４０　運動判定機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部、３４１　運動判定機能
拡張マルチセンサ制御決定部、３４２　運動判定機能拡張マルチセンサ制御ルール、３４
４　運動判定部、３５０　周囲条件判定機能拡張ＤＢＦレーダ制御対応センサ管理部、３
５１　周囲条件判定機能拡張マルチセンサ制御決定部、３５２　周囲条件判定機能拡張マ
ルチセンサ制御ルール、３５４　周囲条件判定部、３５５　周囲条件記録部、４００　セ
ンサ搭載ＤＢＦレーダ制御部、４０１　レーダ制御決定部、４０２　レーダ制御ルール、
４１０　ＲＣＳ対応機能拡張センサ搭載ＤＢＦレーダ制御部、４１１　ＲＣＳ対応機能拡
張レーダ制御決定部、４１２　ＲＣＳ対応機能拡張レーダ制御ルール、４１３　ＲＣＳ変
動判定部、５００　データ融合部、５０１　対誤警報機能拡張データ融合部、５０２　ミ
サイルシーカ連携機能拡張データ融合部、５０３　ＲＣＳ対応機能拡張データ融合部、５
１０　相関統合部、５１１　対誤警報機能拡張相関統合部、５１２　ミサイルシーカ連携
機能拡張相関統合部、５１３　ＲＣＳ対応機能拡張相関統合部、５２３　ＲＣＳ対応機能
拡張目標情報管理部、５２０　目標情報管理部、５２１　対誤警報機能拡張目標情報管理
部、５２２　ミサイルシーカ連携機能拡張目標情報管理部、５３０　ミサイル制御部、６
００　ＤＢＦ機能付レーダ、６１０　レーダ観測部、６２０　レーダ制御部、７００　搭
載センサ、８００　航空機、８１１　データ通信部、８２１　パイロットインタフェース
部、８３１　飛翔体管制通信部、８３２　分離飛翔体、８４１　測位慣性航法部、９００
　外部指示機構、９０１　外部センサ管制機構。
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